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（５） 取 得 方 法 東京証券取引所における市場買付け 

① 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による買付け 
② 取得し得る株式の総数から上記①により取得した株式の数を控除した数
を上限とする、東京証券取引所の立会市場における買付け 

（注１） 本日付「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による自己株式の買付け
に関するお知らせ」において記載のとおり、当社は、取得する株式の総数又

は取得価額の総額を上記取得枠の上限とする事前公表型自己株式立会外買付

取引（ToSTNeT-３）による自己株式取得を平成26年７月８日に行うことを
決定いたしました。 

（注２） 平成26年７月８日に実施予定の事前公表型自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-３）による取得株式数又は取得価額の総額が上記取得枠におけ
る取得する株式の総数の上限又は取得価額の総額の上限のいずれかに達する

場合を除き、同日以降上記取得期間内において、立会市場における買付けを

実施することにより、自己株式の取得を継続していく予定です。 
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